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記載例は、9ページをご覧ください。
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  このお知らせは１月１日現在、中野区に住所がある23歳以上の方で、特別区民税・都民税の申告が必要と思われる下記の方に

＜マイナンバーカードを利用し、電子申告を行う場合＞
　令和８年度分からマイナンバーカードを利用して個人住民税に関する申告ができます。
　詳細は区のホームページをご確認ください。

お送りしています。
1　 前年に特別区民税・都民税申告書を提出された方
　※　確定申告書については、２ページ下部にございます「税務署からのお知らせ」をご覧ください。
　行き違いにより確定申告もしくは特別区民税・都民税申告がお済みの方にもお送りしている場合があります。申告がお済みの
方は再度申告していただく必要はありませんので、お送りした申告書は破棄してください。

お知らせ

2階11番窓口

1 日（月）～3月1 日（月）

中野区では郵送でのご提出を推奨しております。

66
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その税収は、森林環境譲与税として全国の都道府県・市区町村に配分、譲与されます。

20

＜所得税の確定申告の必要がある方＞
１　事業所得（自営業、自由業など）や不動産所得がある方
２　給与所得がある方で次に当てはまる方
　⑴　給与の収入金額が2,000万円を超える方
　⑵　給与以外の所得が20万円を超える方
　⑶　給与等の支払を２か所以上から受けている方
３　土地・建物・ゴルフ会員権及び株式等を売却された方　など

◎税務署からのお知らせ
中野税務署  03（3387）8111（代）（自動音声案内）

＜確定申告をすると税金が戻る方＞
１　給与所得者で医療費控除、寄附金控除（ふるさと納税）や住宅借入
　金等特別控除（住宅ローン控除）などを受けることができる方
２　年の途中で退職した方やアルバイトの方などで、給与所得について
　年末調整を受けなかった方
３　予定納税をしている方で、税金を納め過ぎになっている方　など

＜医療費控除を受けられる方へ＞
　医療費控除を受けられる場合、｢医療費控除の明細書｣の添付が必要です。

なお、領収書は確定申告期限等から５年間、ご自宅等で保管する必要
があります。

＜確定申告は自宅からスマホ・パソコンでe-Tax＞
国税庁ホームページ内「確定申告書等作成コーナー」では、自動計算

で申告書を作成でき、ご自宅から電子申告（e-Tax）できます。
確定申告会場は大変混雑しますので、是非e-Taxをご利用ください。

【作成コーナー】

【開設期間】２月16日（月）～３月１６日（月）

【会　場】中野区産業振興センター
【所在地】中野区中野2-13-14
【受付時間】９：００～１６：００（相談開始は９：１５）

※　会場への入場にはオンライン事前予約が必要です。
　当日、会場でも入場整理券を配付しておりますが、無くなり次

第終了となりますので、LINEによる事前予約をご利用ください。
※　混雑状況によっては、受付を早く締め切る場合があります。
※　電話でのご相談は国税相談専用ダイヤル(0570-00-5901)に

おかけください。

【オンライン事前予約はLINEから！】
LINEアプリで国税庁LINE公式アカウントを

「友だち追加」して予約してください。

○確定申告会場～税務署内に申告書作成・相談会場はあり
　ません～

○税理士による無料申告相談～申告書を作成できます～

※　年金受給者、給与所得者、小規模納税者の所得税の申告書（土
　地、建物及び株式などの譲渡所得がある方、配当所得がある方、
　退職所得がある方、初めて住宅ローン控除を受ける方及び青色申
　告の方を除く）を作成して提出できます。
※　申込は、オンラインによる事前申込のみとなります（税務署・
　会場等で電話での受付は行っておりませんので、ご注意ください）。
※　ご来場の際は、公共交通機関をご利用ください。

【事前申込サイト】

○申告書等の送付先
申告書等を郵送で提出される場合、以下の宛先に送付してください。
『〒100-8156 千代田区大手町１－３－３

東京国税局業務センター大手町分室』  宛て

期間

なかのＺＥＲＯ西館
３階学習室２ 

野方区民活動センター
２階ギャラリーＡ・Ｂ

２月３日（火）～
２月５日（木） 

会場 受付時間
１月28日（水）～
１月29日（木） 9 30～11 30

13 00～16 00

※　土、日及び祝日を除く。ただし３月１日の日曜日はベル
サール渋谷ファースト（渋谷区東1-2-20）で開場します。

6
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※申告書を郵送で提出される方で、
（控）の必要な方は、申告書と同じ
内容を書き、宛名を記入して切手
を貼付した返信用封筒を同封して
ください。
返信用封筒が無い場合は返送でき
ません。

源泉徴収票は、申告書に貼らずに、
源泉徴収票提出用貼付台紙に貼っ
て提出してください。

控除の証明書等は、申告書にも、
源泉徴収票提出用貼付台紙にも貼
らずに、同封して提出してください。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　令和6年10月以降に先発医薬品の処方を
希望し｢特別の料金｣を支払った場合、医療費控除を申告するには｢特別の料金｣にかかる明細書を作成する必要があります｡詳しくは課税係まで。

31 31

58

58

85 150

58
123 （老人控除対象配偶者　38万円）

58
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15 19
15 19

58

58

新設 特定親族特別控除
合計所得合計が58万円超123万円以下の場合、45万円を限度として段階的に控除が受けられます。
※詳細は7ページの特定親族特別控除の表をご確認ください。

で配偶者や青色事業専従者等を除く。）

以下の方は

特定親族特別控除

58 123

3

給与・公的年金はP7の表に

P7の表
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36 36

650,999円まで 3,600,000円～6,599,999円
6,600,000円～8,499,999円

8,500,000円以上
651,000円～1,899,999円

1,900,000円～3,599,999円

（A）（※）×80％－440,000円

（A）（※）×70％－80,000円
（A）－650,000円
0円

（A）×90％－1,100,000円
（A）－1,950,000円

特定親族の合計所得金額

950,001円～1,000,000円
580,001円～950,000円

1,000,001円～1,050,000円
1,050,001円～1,100,000円

41万円
45万円

31万円
21万円

1,150,001円～1,200,000円
1,100,001円～1,150,000円

1,200,001円～1,230,000円
1,230,001円～

 6万円
11万円

 3万円
控除適用なし

5

特
定
親
族
特
別
控
除

控除額 特定親族の合計所得金額 控除額
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　　　　　　　　　　　　　　　　令和6年度の住民税より、特定配当等及び、 特定株式譲渡所得金額に係る所得におい
て、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。詳しくは課税係までお問い合わせください。

保存

等
等

・特定親族

　給与所得控除の最低保証額を55万円から65万円に引き上げることとされました。
　各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられました。
　納税義務者が、特定親族（生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等（その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除く。合
計所得金額が58万円超123万円以下の者。））を有する場合には、所得控除として、特定親族１人につきその者の所得に応じた特定親
族特別控除額を控除します。

主な変更点

3 3
3
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収入がない、もしくは少額の方
の記載方法

該当する番号に○をつけて、
必要事項を記入してください。

右は、親族の方に扶養され
ていた場合の記載例です。

※　表面の個人情報欄も必ず
ご記入ください。（住所・氏
名・生年月日・電話番号・マ
イナンバー等）

https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/kurashi/zeikin/shisan-shinkokusyo.html

中野　花子

中野区中央〇〇-〇-〇

母
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